平成２３年度　保育士の雇用について
（臨時職員）
１　雇用期間　　６カ月雇用だが、年度末までの残りの月数については再任する場合がある。
２　勤務時間　　７：００～２０：００の間で１週間３８時間４５分（１日７時間４５分勤務）
　　　　　　　　　（長時間保育所は、７：４５～１８：００）

３　勤 務 日　　原則として、日曜日と祝日を除く保育実施日
４　勤 務 地　  岐阜市内の公立保育所（２１か所）
５　休暇制度　
（１）有給休暇
　　  ア　年次休暇（任用更新時、繰越し有り） 　６ヶ月で１０日
    イ　病気休暇（任用更新時、繰越し有り）　　
    　ウ　結婚休暇　１０日
    　エ　親族（一般職の職員について定める親族に限る）が死亡した場合で、一般職の職員に準ずる期間
      オ　夏季休暇　　有り
６　報 酬 等    ・月額 ：１５８，７００円　～１７２，２００円（職歴等を加味）
    （２３年度）・通勤手当 ： 市職員に準ずる。
                ・特別報酬 ： 有り（ただし、雇用期間に応じて支給）
                ・報酬支払日 ： 毎月２２日
                ・退　職　金 ： 支給制度有り（ただし、６か月以上勤務した者のみ対象）
　　　　　 　　 ・雇用保険 ： 適用無し　
７　福利厚生  　協会けんぽ（旧政府管掌健康保険）、厚生年金に加入
８　災害補償  　労災保険に加入
９  そ の 他   ・年度中途の児童の入所増、正規職員の産前・産後休暇や育児休業等に対応するため、保育士資格を持つ者を臨時的任用職員として採用し、保育所に勤務してもらいますが、児童の退所や職員の育児休業からの復職、他の保育所の欠員等が発生した場合は、勤務場所を異動して頂く場合があります。
（パート）

　勤務地　　岐阜市内の公立保育所（２１か所）
〈２時間パート〉 
１　雇用期間　　６カ月雇用だが、年度末までの残りの月数については再任する場合がある。
２　勤務時間　　朝　２時間保育士　(平・土) ７：００～１０：３０の間で２時間
（＊長時間保育所は、７：４５～９：４５の２時間）
夕　２時間保育士　(平)１５：３０～２０：００の間で２時間
（＊長時間保育所は、平日１６：００～１８：００の２時間）

(土)１：００～１８：００の間で２時間
 　　　　　　　　　　　　　　　　　（＊長時間保育所は、土曜日１１：３０～１３：３０の２時間）
３　時間給　　１，０３０円（平成２３年度）
〈昼パート〉　
１　雇用期間　　６カ月雇用だが、年度末までの残りの月数については再任する場合がある。
２　勤務時間 　　平日のみ　１０：００～１５：００の間で４時間（休憩1時間）
３　時間給　　 ８７０円（平成２３年度）

